
吉備高原医療

リハビリテーションセンター広報誌

２０２６年 （第１４４号）

リハビリテーション医療の技術を通じ、身体障
害者及び地域住民のＱＯＬ（生活の質の向上）
に奉仕する。

当センターの理念

職業復帰相談窓口のご案内

一人でも多くの脊髄損傷者が「TAX PAYER」として社会で活躍していただけることを
願って、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターと連携した相談窓口を開設いた
しました。直接お仕事を斡旋することはできませんが、それぞれの方に適した方向性を
示し、そのお手伝いをすることはできます。身体のこと、合併症のこと、就労環境のこ
となど、就労に関するお悩みを何でもご相談ください。

●脊髄損傷者の職業復帰相談窓口

●申し込み

下記のQRコードまたはお電話にてお申し込みください。

専門の医師、相談員、リハビリスタッフ、

看護師などがご対応いたします。

●問合せ先
吉備高原医療リハビリテーションセンター 地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー
TEL：0866-56-7046 FAX：0866-56-7148 E-mail：soudan@kibirihah.johas.go.jp
月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）８：３０～１７：００



当センターでは、医療や福祉の医療機関と密接な連携を図り、患者様に適切かつより良
い医療サービスが提供できるように「地域医療連携室」を設置しております。
紹介患者さんに関すること、病院受診について等当院に関するお問い合わせなどござい
ましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

また、当センターでは予防接種（帯状疱疹ワクチン、肺炎球菌ワクチン等）の予約も受
け付けています。 問合せ先 ＴＥＬ：0866-56-7141（代）

受付時間 午前８時１５分～午前１１時３０分まで
(都合により診療日が変更となる場合があります。）



１ 義手・義足適合判定医師研修会 アドバンスト・コース
目的 切断者に対する義手・義足の支給システムの理解と実際社会で生活している切断

者が用いている義手・義足の処方・適合判定を体験することを目的とします。
受講対象者 リハビリテーション科・整形外科の医師で、日頃義肢の処方・適合判定に

関わっている、あるいは今後関わろうとするもので、厚生労働省社会援護局義肢
装具等適合判定医師研修会修了者であることが望ましい。

令和8年度の開催予定日
１回目 令和8年 9月 6日（日）（講義）・9月7日（月）（処方実習）
２回目 令和8年10月26日（月）（仮あわせ実習）

２ 職業リハビリテーション研修会
内容 肢体障害者の職業復帰についての講義と施設見学及びディスカッション
受講対象者 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、MSW、生活指導員な

どリハビリテーション関連職種で身体障害者の職業復帰に関心のある方
令和8年度の開催予定日

令和8年 9月27日（日）（講義）・9月28日（月）（施設見学等）

３ リハビリテーション看護・介護研修会
テーマ 令和8年度：未定
（参考）令和7年度 脊髄損傷者の骨折を防ごう～転倒転落対策から安全な生活を守る～

令和6年度 「食べる」を理解し安全安心な食事支援につなげよう
受講対象者 看護師・介護福祉士・医療関係者
令和8年度の開催予定日 令和8年 9月17日（木）

４ リハビリテーション看護研修会
テーマ 令和8年度：未定
（参考）令和7年度 脊髄損傷患者の社会復帰に向けた排便管理

令和6年度 脊髄損傷患者の社会復帰に向けた皮膚管理について
受講対象者 看護師
令和8年度の開催予定日 令和8年11月19日（木）

５ リハビリテーション研修会
テーマ 令和8年度：未定
（参考）令和7年度：脊髄損傷のリハビリテーション
受講対象者 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師等医療関係者
令和8年度の開催予定日 令和8年 7月13日（月）

吉備高原医療リハビリテーションセンター主催研修会のご紹介

令和8年度は、吉備高原医療リハビリテーションセンター主催で下記研修会を開催します
ので是非ご参加ください。

※研修会の詳細については、ホームページ等で随時更新しますのでご確認ください。



短期入院について

① 当センタ－では、在宅で生活を送られている脊髄損傷患者を対象に、療養・介

護生活を医療面から支えることを目的とした短期入院（ブラッシュアップ入院）を

行っております。

当センタ－での入院歴があり、在宅で生活している方が対象で、入院期間は1ヶ

月程度です。入院中には機能低下に対するリハビリテーション、必要に応じて検

査（ＭＲＩ・ＣＴ・血液検査・骨密度・肺機能検査・胃カメラ・座圧測定等）、福祉用具

の調整を行っています。

【当センターのホームページQRコード】

② また、当センタ－は独立行政法人自動車事故対策機構（以下、ナスバ）が実施

する短期入院協力病院の認定を受けています。自動車事故が原因で在宅生活

を送られており、ナスバが支給する介護料を受給している方は、リハビリ目的に限

り1回あたり30日までの期間において当センターで入院が可能です。また、ナスバ

から入院にかかる費用が助成されます。 （年間の上限日数は45日）短期入院を希

望される方は、当院の地域医療連携室（TEL:0866-56-7046) までご相談ください。

【ナスバのホームページ（短期入院のご紹介）QRコード】

独立行政法人自動車事故対策機構関連URL

https://www.nasva.go.jp/news/pdf/2022/20220401_2.pdf


